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学術研究シス ○大学数は約 割が私立、学生 ○運営費における国費支援の割合 ○州立大学が高等教育機関の約 ○大学数は約 割が私立大学。6 7 8
テムの特徴 数は州立に約 割。 が高く（約 割 、実質的にほ 割を占め（学生数では ％以 ○高度な学術研究の推進には国立8 6 95）

○カーネギー教育振興財団の分 ぼ全てが国立大学に相当。 上 、大学における研究活動の 大学が中核的な役割。）
類による博士号授与大学が ○リサーチ・カウンシルなどの中 中心的役割を果たしている。 ・国立大学では自然科学系教員
機関（ 年 。 に設けられている研究所におい ○非政府・非営利研究機関（マッ の占める割合が約 ％。261 2000 80）

ても高度な学術研究を実施。 クス・プランク学術振興協会 ・ 国立大学に 附置研究20 59
等）が高度な学術研究を実施。 所を設置。

・科研費の採択件数上位 機30
関のうち が国立大学。24

○学術研究の中核的研究拠点とし
て、 つの大学共同利用機関を4
設置。

教育研究支援 【各大学の主たる財源】 【各大学の主たる財源】 【各大学の主たる財源】 【各大学の主たる財源】
の基本的考え ○州立大学では、学生納付金や ○授業料収入や寄付、研究収入に ○管理行政収入（病院収入等 、 ○国立大学法人は自己収入（授業）
方 事業収入と州政府資金。 加え、基盤的経費は高等教育財 外部資金及び基本的資金からな 料、病院収入等）と国からの運

○私立大学では、学生納付金や 政カウンシルが支援。 るが、州（一部連邦）からの支 営費交付金及び施設整備費補助
事業収入、寄付。 援である基本的資金が約 ％ 金。60

○各州により非常に多様な制度 を占める。 ○公立大学は地方公共団体が基盤
設計がなされている。 ○建築物、大規模設備経費は州と 的経費を措置。

連邦が ％づつ負担する。 ○私立大学は学校法人が基盤的経50
○授業料は原則として課していな 費を措置。なお、教育研究水準
いが、学生負担を求める州が増 の維持向上等を図るため、国が
加し、授業料の導入が議論され 私立学校に助成。
ている。 ○大学の自主的・自律的な取組み

を支援するため、国公私を問わ
ない競争的なファンディングが
導入されつつある。

【研究費】 【研究費】 【研究費】 【研究費】
○連邦政府各省からの多種多様 ○「デュアルサポートシステム」 ○連邦政府による「プロジェクト ○基盤的経費が研究組織の存立を
な競争的資金が研究者及び研 の考え方に基づき、基盤的経費 助成」と連邦及び州政府の共同 支えることを前提として、国か
究機関を支援。 （研究補助）は高等教育財政カ による特定の研究機関（マック らの競争的資金が研究プロジェ

（ 、○民間財団からの支援、産学連 ウンシル、特定の研究プロジェ ス・プランク協会等）への一般 クトを支援 科学研究費補助金
携等も活発。 クト経費はリサーチ・カウンシ 的な「機関助成」により支援。 世紀 等 。21 COE ）

★デュアルサポートシステムルを通じてそれぞれ支援。 ○連邦・州政府が共同で財政支援
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○特に医学分野では民間研究助成 するドイツ研究協会（ ）DFG
財団（ ）の役割が重要。 が、大学の研究を支援。charity

主たるファン ○州立大学の一部では、一般経 ○基盤的経費は教育技能省（イン ○州立大学の基礎的経費は州が措 ○国立大学は国（文部科学省）が
ディング機関 費として研究費を措置 （ グランド）等の下の「高等教育 置。 運営費交付金（使途限定なし）。 1996
と研究支援プ 年） 財政カウンシル （ つの地域 基礎的経費は、法律に基づき費 ・施設整備費補助金で支援。」 4
ログラム ○大学の研究開発費のうち約 別）が配分。 目の流用などが禁止されていた ○私立大学は国（文部科学省）が6

割は連邦政府の各機関が負担 ○高等教育財政カウンシルは、教 が、柔軟化を図る動きがある。 私学助成（一般補助・特別補。
○大学における基礎研究は全米 育補助と研究補助を別々に算定 ○大学の研究プロジェクトは、連 助）で支援。
科学財団（ ）が支援。 して措置。 邦政府（教育研究省他、大学等 ○学術研究プロジェクトは、文部NSF

○厚生省下の国立保健衛生研究 ○研究プロジェクト経費は科学技 への第 者資金中約 ％）の 科学省及び関係独立行政法人が3 25
機構（ 、農務省、国防総 術庁（ ）の下の「リサーチ プロジェクト助成のほか、ＤＦ 支援（科学研究費補助金等 。NIH OST） ）
省、商務省、エネルギー省な ・カウンシル つの分野別 Ｇ（同、約 割）等が助成。 ○産業技術振興、医療高度化等」（ ）7 3
どが政策目的に基づく研究を が配分。 ○ 間接経費は一部で措置されて の政策的観点から、大学におい
支援。 ○直接研究に係る人件費の ％ いる（ ％程度）が、連邦教 て経済産業省、厚生労働省等の46 10

○間接経費が措置されるととも 相当額を間接経費として措置。 育研究省、 の資金につい の研究プロジェクトを実施。DFG
に、研究者の人件費にも使用 ては措置されていない。 ○間接経費は一部措置されている
可能。 （～ ％）が、全体的には不30

○民間研究団体が多数存在。研 十分。
究助成のみならず、教育プロ ○民間研究支援財団からの支援は
グラムの支援、自らの施設・ 国の支援との比較で少額。

、研究者による研究の実施など
様々な方法で研究を支援 」。

各国独自の取 ○ ( ○学術研究投資基金（ ○フトゥール( ) ○ 世紀 プログラムFFRDE Federally Funded SRIF, futur 21 COE
組み 教育研究省による将来の社会的 世界最高水準の大学づくりを推R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t Science Research Investment Fund）

) デアリング報告で学術研究基盤 需要に基づいた研究開発を実施 進するために、研究上のポテンCenters
連邦各省が民間セクターとの の老朽化、陳腐化が指摘された するためのプログラム。 シャルの高い研究教育拠点（大
契約により設置する、特定の ことを受け 年に創設され 学）に対し、高度な人材育成機1999
長期的な研究を実施する た 基盤整備共同基金 が前身 ○エリート大学プログラム 能を加味した重点支援を平成「 」 。

。 。 、GOCO 2001 14 5（連邦政府が所有し、 年度以降、科学技術庁 国際的なトップ大学と競合でき 年度から実施 年間 現在
非連邦政府機関が運営する） （ ）と教育技能省が共同運 る大学を育成するため 拠点を支援。OST 2006 274、

2011 19の研究センター。各センター 営。 年から 年までに、総額
は連邦政府の資金で運用され ○デュアルサポート改革 億ユーロ（約 ， 億円）の ○国立大学法人化2 565
るが、実際の運営は設置され ・基盤的経費と競争的資金の双方 助成を、最大 の大学等に配 大学の運営の自主性・自律性を10
た大学や企業等に任される。 の相当規模の拡充。 分することを計画中。 高め、自己責任を明確化し、大
国防、エネルギー、宇宙等の ・フル・エコノミック・コストの 学相互の競争的な環境の醸成と
分野で センター（ 年 導入。 ○非政府・非営利研究機関（マッ 大学の個性化に資するため、平37 2005 2
月現在 。 年 月から当該研究プ クス・プランク協会等） 成 年度から国立大学を各大） 2005 9 16

ロジェクトの遂行に係る全ての 学際的な分野やコスト面から大 学毎に法人化。
経費を つに分けて応募。 学では実施困難な新分野の基礎4



○ ( フル・エコノミック・コスト 研究を実施。STC Science and Technology
Centers, NSF 2010 80) の支援比率を 年までに
大学等の複数の研究機関のパ ％から ％にすることが目標100
ートナーシップにより世界的 ・ からの追加投資によるイSRIF
な研究と教育を最大 年間支 ンフラ整備の推進。10
援。 センター（ 年 。11 2004 ）
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